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は じ め に  

 

 

 大学は、国立、公立、私立を問わず、その教育研究水準の向上に資するため、教育研究、

組織運営及び施設設備の総合的な状況に関し、７年以内ごとに、文部科学大臣が認証する

評価機関（認証評価機関）の実施する評価を受けることが義務付けられています（学校教

育法第 109 条第２項及び学校教育法施行令第40条 ）。 この認証評価制度の下で、各大学は、

複数の認証評価機関の中から評価を受ける機関を選択します。 

 

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構（以下「機構」という 。） は、文部科学大臣

の認証を受けた上で、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条第１項の規定に

基づき、国・公・私立大学に評価を受ける機会を提供し、その教育研究水準の維持及び向

上に資することを目的として、大学機関別認証評価を実施します。 

 

この認証評価の実施に際して、機構では、以下に示すとおり、評価の基本的方針や評価

基準等を作成しております。 

実施大綱は、機構が実施する、大学の教育研究活動等の総合的な状況に関する評価（以

下「大学機関別認証評価」という 。） について、その基本的方針、及び評価の実施に関す

る基本的な内容等を示したものです。 

大学評価基準は、大学の学位課程 ( 学士、修士及び博士の学位並びに専門職学位を授与

するための課程 ) における教育活動を中心として、大学設置基準等の法令適合性を含めて、

大学として適合していることが必要と機構が考える内容を示したものです。評価は、この

基準に適合しているか否かの判断を中心として実施します。 

自己評価実施要項は、機構が定める大学評価基準に基づき実施する大学機関別認証評価

において、対象大学が評価を受ける際に実施する自己評価の方法等について記載したもの

です。 

評価実施手引書は、機構が実施する評価において、評価担当者が用いるものであり、評

価の意義と方法を十分に把握し、共通理解の下で職務を遂行できるようにするだけでなく、

評価の具体的な手順を対象大学と共有することによって透明性を確保するために取りまと

めたものです。 

 

機構の実施する大学機関別認証評価は「大学等の教育研究水準の維持及び向上を図ると

ともに、その個性的で多様な発展に資する」ために行うものです。評価にあたってはこの

目的を十分に踏まえ、これまでに蓄積した評価の経験を活かすとともに、評価を受けた大

学等の意見を踏まえた上で、開放的で進化する大学評価を目指し、常に評価のシステムの

改善に努めます。 
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１ 評価の目的 

 

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構（以下「機構」という 。） が、大学から

の求めに応じて実施する、大学の教育研究活動等の総合的な状況に関する評価（以下

「大学機関別認証評価」という 。） の目的は以下のとおりです。 

・ 大学の教育研究活動等の質を保証すること。 

・ 大学それぞれの目的を踏まえて教育研究活動等の質の向上及び改善を促進し、

個性を伸長すること。 

・ 大学の教育研究活動等の状況について、社会の理解と支持が得られるよう支援

すること。 

 

２ 評価の基本的な方針 

 

評価の目的を実現するために、機構は以下の基本的な方針に基づいて大学機関別認

証評価を実施します。 

 

（１）大学評価基準の策定 

大学の教育研究活動等の質を保証するために、「大学評価基準」を策定し、その総

合的な状況を評価します。大学評価基準の策定にあたっては、大学関係者のみならず、

広く社会に意見を聞き、大学の教育研究活動等への理解を深められる評価基準となる

ようにします。 

 

（２）教育活動を中心とした評価 

すべての大学に求められている共通の社会的役割である教育活動を中心として、大

学の教育研究活動等の総合的な状況の評価を行います。 

 

（３）個性の伸長と質の向上及び改善に資する評価 

それぞれの大学が設定する目的を踏まえて、教育研究活動等における取組とその成

果を評価します。質の向上を促すために、優れた成果が確認できる取組について優れ

た点として明示します。質の改善を具体的に促すために、改善を要する事項があれば、

改善を要する点として指摘します。 

また、改善を要する点に対する対応状況を継続的に確認します。 

 

（４）内部質保証の重視 

大学が継続的に、自ら教育研究活動等の点検及び評価を行い、その結果を改善につ

なげることにより、教育研究活動等の質を維持し向上を図ることを「内部質保証」と

位置づけて、内部質保証の体制が整備され機能していることを重点的に評価します。 

評価にあたっては、大学による内部質保証活動の一環として行われた自己点検・評

価の結果とそれに対する対応を記した自己評価書及び資料・データ等を分析するとと

もに、必要な事項の確認及び実地調査を経て、基準に基づいて判断します。 
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（５）学習成果を重視した評価 

学生の身につけた知識や能力、経験の質の重要性を踏まえ、学生をはじめとする各

関係者からの意見聴取などを通じて、学習成果を重視した評価を実施します。 

 

（６）大学関係者等による公正な評価 

大学における教育研究活動という高度に専門的な分野における評価を適切に実施す

るために、これらの活動について経験と識見を有する者（ピア）が中心となって評価

します。また、社会の幅広い理解と支持が得られるように、社会、経済、文化等各方

面の有識者等の関与を求めるとともに、大学関係者による利益相反を排除して、公正

性を担保します。 

 

（７）国際的な質保証の動向との整合性 

大学評価基準の策定及び評価の実施にあたっては、国際的な高等教育の質保証に関

する標準的な視点と手法との整合性をとり、国際的にも参照される評価を行います。 

 

３ 大学評価基準の構成 

 

大学評価基準は、教育活動を中心として大学の教育研究活動等の総合的な状況を評

価するために、「領域１ 教育研究上の基本組織等に関する基準」「領域２ 内部質

保証に関する基準」「領域３ 財務運営及び情報公表等に関する基準」「領域４ 施

設及び設備並びに学生支援に関する基準」「領域５ 学生の受入に関する基準」「領

域６ 教育課程と学習成果に関する基準」の６領域に分類される22の基準から構成さ

れています。 

内部質保証に係る基準のうち大学評価基準で定めるものについては、重点評価項目

として位置づけます。 

 

４ 評価の実施体制 

 

（１）評価の実施体制 

評価を実施するにあたっては、国・公・私立大学の関係者及び社会、経済、文化等

各方面の有識者からなる大学機関別認証評価委員会（以下「評価委員会」という 。）

を設置し、その下に、個別の大学の評価を実施するために、評価対象大学の状況に応

じた評価部会を編成します。 

評価部会には、対象大学の組織形態、教育研究内容等の状況に応じた各分野の専門

家及び有識者を評価担当者として配置します。各大学の教育研究分野やその状況が多

様であること等を勘案し、国・公・私立大学、学協会等関係団体に広く候補者の推薦

を求めます。 
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（２）評価担当者に対する研修 

客観的な立場からの専門的な判断を基礎とした信頼性の高い評価を実施するために、

評価担当者が共通理解の下で公正、適切かつ円滑にその職務が遂行できるように、大

学機関別認証評価の目的、内容及び方法について十分な研修を実施します。 

 

５ 評価の実施方法 

 

（１）評価の基本構成 

機構が実施する大学機関別認証評価は、大学による自己点検・評価と機構による評

価から構成されます。 

 

・ 大学による自己評価 

１）大学は、内部質保証活動の一環として実施した自己点検・評価の結果について、

別に定める「自己評価実施要項」に従って、根拠となる資料・データを明示しつ

つ自己評価書を作成します。なお、根拠となる資料・データとしては、本大綱に

基づく評価以外の第三者評価等に用いた資料やその結果を利用することができま

す。 

２）自己評価書の作成にあたっては、基準ごとに、大学全体として、また、必要に

応じて各教育課程の状況を踏まえて各学部・研究科等として教育研究活動等の状

況を分析し、それぞれの基準を満たしているか否かを判断します。 

３）基準ごとに、大学として優れた成果が確認できる取組及び改善を要する事項を

それぞれ抽出します。 

 

・ 機構による評価 

１）大学評価基準に定められた基準ごとに、自己評価書の内容の分析及び必要な事

項の確認（書面調査）並びに訪問による実地調査（訪問調査）を踏まえ、その基

準を満たしているか否かの判断を行うとともに、その理由を明示します。 

２）教育課程と学習成果に関する基準については、各教育課程の状況を踏まえて各

学部・研究科等としての教育研究活動等の状況について分析し、それぞれの基準

を満たしているか否かを判断します。 

３）改善を要する点が認められた基準については満たしていないものと判断します。 

４）すべての基準を満たしている場合、大学評価基準に適合していると判断します。

満たしていない基準があった場合、すべての基準に係る状況を総合的に勘案して、

大学として相応しい教育研究活動等の質を確保している状況が確認できた場合に

は大学評価基準に適合していると判断し、確認できない場合には大学評価基準に

適合していないと判断します。なお、重点評価項目として位置付ける内部質保証

の体制又は手順を整備していないと確認した場合には、他の基準の状況如何に関

わらず大学評価基準に適合していないと判断します。 

５）評価結果においては、大学評価基準に適合しているか否かの判断に併せて、優

れた点を明示し、改善を要する点を指摘します。 
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（２）機構における評価の方法 

機構においては、評価部会が、書面調査及び訪問調査を実施します。書面調査は、

別に定める「評価実施手引書」に基づき、各大学が作成する自己評価書（根拠として

提出された資料・データ等を含む。）、及び機構が独自に調査・収集する資料・データ

等の分析を行います。訪問調査は、別に定める「訪問調査実施要項」に基づき、書面

調査では確認できなかった事項及び関係者からの聞き取り等を中心に実施し、書面調

査の分析を補完します。書面調査及び訪問調査を踏まえて、評価部会が大学ごとに評

価結果（原案）を取りまとめます。評価結果（原案）は評価委員会において審議し、

評価結果（案）として取りまとめます。 

 

（３）意見の申立てと評価結果の確定 

評価委員会では、評価結果を確定する前に、評価結果（案）を対象大学に通知し、

それに対する意見の申立ての機会を設け、申立てがあった場合、評価委員会において

再度審議を行います。 

特に、大学評価基準に適合していないとの判断に対する意見の申立てがあった場合

には、評価委員会の下に設けた審査会において審議を行い、その審議結果を評価委員

会に報告します。 

評価委員会は、これらの審議結果について検討し判断するなど必要な手続きを経た

上で、評価結果を確定します。 

 

６ 評価結果の公表 

 

（１）評価結果は大学ごとに作成し、大学及びその設置者に通知します。また、ウェブサ

イトへの掲載等により、広く社会に公表します。 

（２）評価結果の公表の際には、評価の透明性を確保するため、大学から提出された自己

評価書等をウェブサイトに掲載します。 

 

７ 改善状況の継続的確認 

 

大学評価基準に適合していると判断された大学で改善を要する点として指摘された

事項等がある場合には、当該事項等に関する対応状況の報告を機構に対して行うこと

とします。 

機構は評価委員会においてその対応状況を確認し、改善が行われていると確認でき

た場合には、その旨を評価結果に追記し、公表します。 
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８ 追評価 

 

大学評価基準に適合していないと判断された大学は、評価実施年度の翌々年度まで

であれば、別に定める手続きに従って、追評価を受けることができます。 

この追評価において当該基準を満たしているものと判断された場合には、先の評価

結果と併せて、大学として大学評価基準に適合しているものと認め、その旨を公表し

ます。 

 

９ 情報公開 

 

（１）機構は、評価基準、評価方法、評価の実施体制等に関する学校教育法施行規則第

169 条第１項に規定する事項を公表するとともに、その他の評価に関して保有する情

報についても、可能な限りウェブサイトへの掲載等、適切な方法により提供します。 

（２）機構に対し、評価に関する法人文書の開示請求があった場合は、「独立行政法人等

の保有する情報の公開に関する法律」に基づき開示します。 

 

10 評価の時期 

 

（１）評価は、毎年度１回実施します。 

（２）評価を求める大学は、評価実施の前年度の９月末までに、別に定める様式に従って、

機構に申請することが必要です。また、機構は、大学から申請があった場合には、正

当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該大学の評価を実施します。 

（３）機構に評価の実施を求める場合には、評価の時期は法令の規定に則ります。 

 

  



 

- 6 - 

 

11 評価のスケジュール 
   評価実施の前年度   
                          
         ５月～６月 
 
 
 
 
 
        ９月末 
 
 
 
 
 
 
     １月～評価実施年度の６月 
 
 
 

 
 
   評価実施年度   
        ６月 
 
 
 
 
 
        ６月末 
 
 
 
 
 
 
        ７月～１月 
 
 
 
 
 
 
 
 
        １月末 
 
 
 
 
                                  
        ２月               
 
 
 
 
 
        ３月               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③対象校に対する大学別研
修の実施 

〇大学から評価の申請を受け付けます。 

〇大学は、機構の示す自己評価実施要項に基づき自

己評価書を作成し、機構に提出します。 

〇機構は、評価部会において、大学から提出された

自己評価書等の書面調査及び訪問調査を通じて評価

を実施し、評価結果（原案）を作成します。 

〇評価結果（原案）は、評価委員会において審議

し、評価結果（案）として取りまとめられます。 
 

〇機構は、評価結果を確定する前に、評価結果

（案）を対象大学に通知します。 

〇機構は、意見の申立てに対する審議を経て、評価

委員会において評価結果を確定します。 

〇確定した評価結果は、評価報告書としてまとめた

上、対象大学及びその設置者へ通知するとともに、

広く社会に公表します。 

〇機関別認証評価の仕組み、方法等を説明します。 

〇対象大学は、機構から通知された評価結果（案）

に対して意見がある場合、申し立てを行います。 

〇機構の評価担当者を対象として、評価の目的、内

容及び方法等について研修を実施します。 

①機構による評価に関する 
説明会等の実施 

②評価の申請及び受付 

④評価担当者に対する研修 
の実施 

⑤自己評価書の提出 

⑥機構における評価の実施 

⑦評価結果（案）の通知 

⑧意見の申立ての手続き 

⑨評価結果の確定及び公表 

〇②において申請した大学を対象とした研修を必要

に応じて実施します。 
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評価実施年度の翌年度以降 

６ 月末 
 

 

 

 

12 評価費用 

 

評価手数料、追評価に係る評価手数料、評価手数料の納付手続き、その他評価手数

料に係る事項については、それぞれ別に定めるところによります。 

 

13 大学評価基準等の変更 

 

機構は、評価を受けた大学や、評価を行った評価担当者、その他関係者の意見を踏

まえ、適宜基準等の改善を図り、開放的かつ柔軟で進化する評価システムの構築に努

めます。 

大学評価基準や評価方法その他評価に必要な事項等を変更する場合には、事前に関

係者に対し意見照会を行うなど、その過程の公正性及び透明性を確保しつつ、評価委

員会において審議し、決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩改善状況の報告 
〇対象大学は、改善を要する点として指摘された事

項等がある場合には、当該事項等に関する対応状況

の報告を機構に対して行うこととします。 


